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志木市立小・中学校外国語指導助手派遣事業に係る公募型プロポーザル実施要領　 
 

　この要領は、志木市立小・中学校外国語指導助手派遣事業を受託する事業者を公募型プロポーザル方

式により選定するにあたり、その手続きに関する必要な事項を定めるものである。 
 
１　業務名称 

　　志木市立小・中学校外国語指導助手派遣業務 

 

２　業務目的 

志木市立小・中学校の児童生徒に対して実施される外国語関連の授業において、教員の指導助手

として、授業支援を行う。また、外国語授業以外の様々な教育活動において、指導助手と児童生徒の

交流により、国際理解感覚や英語コミュニケーション能力を高めるための事業である。　 

 

３　プロポーザルの概要 

（１）件名　     志木市立小・中学校外国語指導助手派遣業務 
（２）選定方式　 公募型プロポーザル方式 
（３）業務内容（詳細は仕様書参照のこと） 
　　             仕様書に記載している基本業務、特別業務、その他の業務。 

特別業務については、事業者が有する専門的知見・技術・経験を活用した事業。 

　　             ※選定後、契約時の仕様書に事業の内容を追記する。 
 

４　履行期間     令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで　（債務負担行為） 
 

５　対象校等     志木市立小・中学校（１２校）、志木市教育委員会 

※令和９年度から志木第二小学校、志木第四小学校、志木第二中学校は義務教育学 

校として設置予定 

 

６　提案上限額   １３５,１０４,２００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

　　             
７　参加資格等      
　（１）参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、単体の法人として、次の要件をすべて満たしていること。 
①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 
②本プロポーザルへの参加を表明する書類（以下「参加表明書兼誓約書」という。）の提出期限 
の日から契約締結の日までの間に志木市の指名停止の措置を受けていないこと。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規定 

する暴力団又は、その構成員（暴力団の構成団体の構成員含 む）もしくは、構成員でなくなっ 

た日から５年を経過しない者でないこと。また、当該企業の役員（非常勤を含む）及び経営に事 

実上参加している者が暴力団の構成員等でないこと。  

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている

者でないこと。民事再生法（平成１１年法律第２２５ 号）に基づき、更生手続き開始の申し出

がなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者は、その限りではない。  
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⑤プライバシーマーク付与事業者または情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適 

合性評価の認証取得事業者であること。 
⑥直近の２年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方消費 
税の滞納がないこと（徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみなす）。  
 

（２）プロポーザルの成立 
　　　本プロポーザルの参加者が１者の場合も、本プロポーザルは成立するものとする。  
 
８　実施スケジュール 

※日程を変更する場合がありますので御了承ください。 

 

９　プレゼンテーション審査の実施  ※企画提案者によるプレゼンテーションを実施する。 
　　日 時： 令和７年１２月１７日（水）（時間、場所等の詳細は後日通知） 

※参加事業者数により、日時・場所が変更となる場合がある。 
　　実施場所：志木市役所 　（住所）志木市中宗岡１－１－１ 
　　内 容：１者あたり２５分程度とし、以下の内容で行う。 
　　　　　　　・企画提案書に基づくプレゼンテーション（１５分以内） 
　　　　　　　　※プレゼンテーションに当たっては、「12 審査方法等③評価項目及び評価の視点等」

に記載された項目順に説明を行うこと。 
　　　　　　　・質疑応答（１０分以内） 
　　出席者数：3 名以内 
　　※説明は提案書に基づいて行うこと。提案書を抜粋したパワーポイント等をスクリーンに投影する

ことは認めるが、追加資料の配付は認めない。 
　　※プロジェクターは本市が用意する。パソコン及びその他必要な機器等は事業者が用意すること。

接続端子は HDMI とする。 
　　※企画提案書に基づくプレゼンテーションは、原則として本業務を受託した場合において直接関わ

る予定の主たる担当者が行うこと。 
※質疑応答は、本業務に直接関わる予定の者以外の発言は認めない。 

 項目 日程

 実施要領公表 令和７年１１月　４日（火）

 参加表明書等受付期間 令和７年１１月　４日（火）から 

令和７年１１月１７日（月）午後４時まで

 企画提案書及び見積書に係る質問受付期間 令和７年１１月　４日（火）から 

令和７年１１月１２日（水）午後４時まで

 企画提案書及び見積書に係る質問回答日 令和７年１１月１４日（金）

 参加資格審査結果通知（発送） 令和７年１１月１８日（火）

 企画提案書等受付期間 令和７年１１月１８日（火）から 

令和７年１２月１０日（水）午後４時まで

 プレゼンテーション審査実施日 令和７年１２月１７日（水）

 審査結果の通知 令和７年１２月２３日（火）

 契約の締結 令和８年　１月　上旬

 派遣業務の開始 令和８年　４月　１日（水）
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10　公募の方法 

　　令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１７日（月）までの間、市ホームページ等に情報を

掲載し、公募を行う。 
 
11　契約候補者選定に当たっての提出書類等 

　（１）参加表明書兼誓約書等の提出 
①受付期間　　令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１７日（月）午後４時まで 

（土・日・祝日を除く。） 
②提出方法　　持参とし、提出期限必着とする。 

　　　　　　　　　　※提出先　　志木市役所 教育政策部 学校教育課 
住所　〒３５３－８５０１　志木市中宗岡１－１－１ 

③提出書類及び部数 
次に掲げる書類については、項目ごとにインデックスを付した上で順番にとじ込み、 
正本１部、副本５部を作成し、令和７年１１月１７日（月）までに提出すること。 

ア．参加表明書兼誓約書、会社概要（第１号様式及び１号様式別紙） 

※商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書は、応募提出日前３か月以内に発行のもの 

イ．業務実施体制表（第２号様式） 

ウ．類似業務受託実績書（第３号様式） 

※他自治体及び学校法人等における類似業務の受託実績について、５件を上限とし記入 

すること 

エ．法人市民税・法人県民税・法人事業税・法人税及び消費税（地方消費税含む）の各納税 

証明書 

　　　 

④留意事項 

　　　　ア．上記③エ．に関し、提出が必要な証明書の種類は次のとおりである。 

　　　　（★）税務署で発行する納税証明書「その３の３」を提出すること。 　　　　 

（注１）証明書は、提出時において３か月以内のものであること。 　　　　 

（注２）消費税及び地方消費税の免税事業者又は非課税業者についても、証明書の提出が必要で 

ある。 　　　　　 

イ．参加表明書等の提出後は、当該書類の内容変更・追加を認めない。  
 
 

 証明書の種類 消費税及び 
地方消費税（★）

法人税

（★）

法人 
事業税

法人 
県民税

法人 
市民税

 証明書交付機関 国 
税務署

埼玉県 
県税事務所

志木市 
収納管理課

 志木市内に本店、支店（営業所）を有する事

業者
○ ○ ○ ○ ○

 志木市以外で埼玉県内に本店、支店（営業所）

を有する事業者
○ ○ ○ ○

 埼玉県内に本店、支店（営業所）を有しな

い事業者
○ ○
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（２）質問書の提出 
　　企画提案書等の提出にあたり質疑がある場合は、以下のとおり提出すること。ただし、質疑は 

本実施要領に付随して企画提案書等を作成する上で必要な事項に限る。 

なお、口頭による質疑は受け付けない。 

①　受付期間　令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月　１２日（水）午後４時まで 
②　提出方法　電子データ　質問書（第５号様式）に質問内容を簡潔にまとめて記入し、 

　　　電子メール（件名【ALT_質問_会社名】）で提出すること。 
メールアドレス：g-kyouiku@city.shiki.lg.jp 

③　提出書類　質問書（第５号様式） 
　　　　④　回答方法　公平性を期すため、令和７年１１月１４日（金）までに質問に対する回答を市 

ホームページにて公表する（質問者名は表示しない）。 
⑤ 留意事項  

ア．質疑は、本プロポーザルにおける企画提案書等を作成するうえで必要な事項に限る。 

イ．質問書の提出は、各参加者１回までとする。  
ウ．本プロポーザルに、参加しないことが明らかな者からの質疑及び本業務に関係のない質 

疑については、原則として回答しない。  
 

（３）企画提案書の提出 
①　受付期間　令和７年１１月１８日（火）から令和７年１２月１０日（水）午後４時まで 

②　提出方法　持参とし、提出期限必着とする。 
　　　　　　　　　　　※提出先　　志木市役所 教育政策部 学校教育課 
　　　　　　　　　　　　住所　〒３５３－８５０１　志木市中宗岡１－１－１ 

③　提出書類　（１）企画提案書（製本の体裁は任意とする）。 
　　　　　　　（２）見積書（第４号様式） 

※業務内容の各項目について、内訳がわかるように見積もること。 
④　留意事項 
ア．様式…企画提案書の様式は任意とする。Ａ４版で２０枚以内にまとめ製本すること。 
イ．構成・内容…本実施要領の内容を踏まえながら６頁の「評価のポイント」に記載された項

目順に作成すること。 
　　 

　（４）提出書類等の取り扱い 
　　　　ア　提出された企画提案書等は返却しない。また、企画提案書等は契約候補者の選定目的以外

に提出者に無断で使用しない。 
　　　　イ　提出された企画提案書等の再提出及び記載内容の変更は、原則認めない。 
　　　　ウ　提出された企画提案書等について情報公開請求があったときは志木市個人情報保護条例に

基づく不開示情報を除き、原則公開するものとする。 
　　　　エ　提出書類等に係る費用は、提案者負担とする。 
　　　　オ　提出した企画提案書に係る著作権、使用権などの知的財産権は当該企画提案書等を作成し

た者に帰属するが、契約候補者が作成した企画提案書等に関しては、市が必要と認める場

合に、その一部又は全部を使用（複製、転記又は転写等）することができるものとする。 
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（５）辞退について 
　　　　第２次審査を辞退する場合は、辞退届（Ａ４版　任意書式）を令和７年１２月８日（月）午後４ 

時までに、事務局（g-kyouiku@city.shiki.lg.jp）あて電子メールにより提出すること。  
 

　（６）費用負担について 

 　　 本プロポーザルの参加等に係る、提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等に要す

る費用は各参加者の負担とする。  

 
12　審査方法等 
　（１）第１次審査  

①　審査方法  
提出された参加表明書等を審査し、令和７年１１月１８日（火）に、「参加資格審査結果通

知書」を発送する。  
　　　②　第１次審査通過者が１者のみの場合 
　　　　ア．審査の結果、第１次審査通過者が１者のみとなった場合でも、当該提案が本業務の目的及び

要求水準を十分に満たすと認められるときは、当該者を第１次通過者として選定すること

ができる。 
        イ．当該提案が要求水準を満たさないと判断される場合は、契約候補者の選定を行わず、再度公

募を行う。又は、別途契約手続きを実施することがある。 
 

　（２）第２次審査  

①　審査方法  

本プロポーザルに係る「志木市庁舎総合管理業務委託プロポーザル事業者選定委員会（市職

員・教職員５人で構成。）」（以下「選定委員会」という。）において、第１次審査で選定された

参加者から提出された、企画提案書等の内容についてプレゼンテーション及びヒアリングを

実施のうえ、選定委員会で審査・評価し、評価順位を確定する。  

評価は、審査項目別に点数化を行い、評価点数の合計点数が最も高い者を契約候補者として

選定する。  

なお、評価点数の合計点数が満点の６割に満たない場合、契約候補者として選定しない。  

また、最も評価点の高い者が、２者以上いた場合は、選定委員会の委員長及び委員全員によ 

る投票により選定する。 

           

②　プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

　　　　ア．実施日時、場所等については、第１次審査後に通知する。  

　　　　イ．審査の公正・公平を期すため、参加者が特定できるような発言等をしないこと。 

　　　　ウ. 審査の実施については、「９　プレゼンテーション審査の実施」を参照すること。 
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③　評価項目及び評価の視点 

【第１次審査（資格審査）】必要要件を満たしているか確認するものであり、配点はなし。 

 

【技術提案審査】提案の内容を審査するものであり、合計１００点の配点がある。 

      

④　審査結果の通知及び公表 　 

ア．審査結果は、決定後、審査を受けた者全員に「審査結果通知書」を令和７年１２月２３日 

（火）付け発送して通知する。 

なお、審査の経緯及び結果に関する質問、説明要求、意見等は受けない。 

 評価対象 評価項目 評価の視点 配点

 資格要件 参加資格の適合 募集要項に定める参加資格要件を満たしていること。 
地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

―

 実績・信頼性 類似業務の実績 教育委員会や学校等での外国語指導助手（ALT）派遣、ま

たはこれに準ずる業務の実績を有していること。

―

 評価対象 評価項目 NO 評価の視点 配点

 

業務実施方針

会社概要
1 教育に対する企業理念やコンセプト

１０点
 2 労働者派遣業務遂行能力

 業務実績 3 他自治体における類似業務の受託実績について、

業務の特性や課題に対する取組状況

 

業務提案
提案内容の 

具体性・効果

4 ＡＬＴの資質・経験を活かした授業支援

４０点

 5 教員との協働体制の構築

 6 児童生徒の英語力向上及びコミュニケーション能

力の育成

 7 サマーイングリッシュに関する運営支援及び内容

 8 中学校生徒の英語弁論大会に関する指導助手

 ９ 自社の専門性を的確に事業に活用できる内容 
（語学教育、人材育成、教育 ICT、異文化理解等）

 

実施体制 
・ 

人材確保 
育成方針

実施体制

9 派遣業務に関する法令遵守体制や方針

４０点

 10 ＡＬＴの服務管理体制が明確か。 

（勤務状況の把握方法、当日の欠勤・遅刻・早退の連絡体制、緊

急時の連絡方法、業務報告方法、事故防止、休暇等）

 11 ＡＬＴの労務管理体制が明確か。 

（組織・人員・業務内容・住居支援・交通費・保険加入等）

 12 志木市教育委員会との連絡体制及び学校や志木市

教育委員会からの要望や苦情の対応

 

人材確保 

育成方針

13 ＡＬＴの欠勤に備えた体制（代替要員の配置・勤務日

の振替）

 14 学校からのＡＬＴ交替要請、事業者都合によるＡ

ＬＴ交替に備えた体制および代替要員の配置

 見積金額 業務内容毎 15 提案上限額を超えない適切な価格とすること １０点

 合計 １００点
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イ．審査結果は、次に掲げる事項を市ホームページに公表するものとする。ただし、契約候補 

者とならなかった参加者の名称及び所在地は公表しない。 　　 

１）業務名 　　 

２）業務内容及び履行期間 　　 

３）担当課の名称及び所在地 　　 

４）契約候補者の名称及び所在地 　　 

５）契約候補者及び契約候補者とならなかった参加者の評価点及び順位 　 

ウ．志木市情報公開条例に基づく公開請求があった場合、原則として公開の対象文書となる。 

ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は

非公開となる場合がある。 

 

13　失格について 

　　　　次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 　 

（１）提出書類等が本要領の提出方法等に適合しない場合。 　 

（２）提出書類等が本要領に示された条件に適合しない場合。 　 

（３）提出書類等に虚偽の内容が記載された場合。 　 

（４）提案金額見積書記載の金額が、６提案上限額を超過した場合。 　 

（５）選定委員会の委員又は関係者に接触を求める、評価の公平性を害する行為を行った場合。 　 

（６）契約候補者の選定から契約締結までの間に、契約候補者の資金事情の著しい変化により、 

本業務の履行が困難であると認められた場合。 　 

（７）著しく社会的信用を損なう行為等により、契約候補者としてふさわしくないと認められた

場合。 　 

（８）参加資格審査後から契約候補者の決定日までの間に、参加資格に関する要件を欠く事態が

発生した場合。 　 

（９）その他、本要領に反すると認められた場合。  

 

14　契約について 

　     （１）契約候補者と交渉が成立した場合において、志木市契約規則（昭和５１年規則第１０

号）の規定により派遣業務契約を締結する。 
　     （２）契約方法は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約とする。 
　     （３）契約の履行に当たっては、仕様書及び企画提案書の内容を実行するものとする。 
　     （４）選定後、契約の資格要件を満たさなくなった場合は、契約候補者としての資格を取り消

す。 
 
15　問い合わせ先 

　　    志木市役所 教育政策部 学校教育課 
　　    電　話：０４８－４５６－５３６７  ＦＡＸ：０４８－４７４－４４６２ 
　    　メール：g-kyouiku@city.shiki.lg.jp


